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１． 委託業務の基本原則

委託研究とは

国際農研が行う業務を、効率的かつ効果的な運営を鑑みて、国際農研以外
の者に委託して行う試験及び研究並びに調査の業務です。
本委託研究の全部又は一部を第三者に委託することは出来ません。
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委託研究契約に基づき試験研究等を実施し、その反対給付として契約額を
上限に実施に要した経費に相当する額（委託費）を支払うもので、補助金の
ような補助的性格のものではありません。

国際農研 受託機関委託契約

研究委託

承 諾



１． 委託業務の基本原則

委託研究契約の適正な経理処理

 経済性・効率性を十分に考慮すること
 適切な経理処理を行うこと
 使用した経費の妥当性を対外的に説明できること

① 経費計上は、当該事業に直接必要なものに限ります。
② 経費計上は、事業契約期間中に発生したものが対象です。
③ 当該事業費は、他の事業費と混同して使用しないでください。
④ 経費の使用に際しては、経済性や効率性を考慮した調達等を行ってください。
⑤ 従事者の作業（業務）日誌は、正しく記載してください。

【経理処理の原則】
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２．委託研究契約について

契約期間

４月～３月を事業年度とした単年度ごとに実施

応募資格

委託研究の内容を適切に実施する能力を有している国立研究開発法人、国立
大学法人、学校法人、国立試験研究機関、法人格を有する研究機関等で、次の
資格（抜粋）を満たしていることが必要（個人との契約は不可）

① 一般競争参加資格「役務の提供（調査・研究）」の資格を有すること

② 委託研究課題に関連する業務の実績を有し、かつ、必要な体制、人員、設備
等を有すること

③ 委託研究を円滑に遂行するために必要な経営基盤を有し、かつ、資金、設備
等について十分な管理能力を有すること

④ 国際農研が提示する委託研究契約書に合意すること
⑤ 情報セキュリティ体制が構築されていること
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３．委託研究契約事務の流れ①

公募から契約締結まで

① 公募公告、応募要領を公表
② 応募機関は、公表内容を確認のうえ、提出書類を送付
③ 委託研究審査委員会において提出書類の審査を行い契約候補者を選定
④ 契約審査委員会において契約候補者の審査を行い契約予定者の決定
⑤ 審査により決定された契約予定者と委託研究契約を締結
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国際農研

①公募公告応募要領

③委託研究審査委員会の審査

④契約審査委員会の審査

応募機関

②参加申込書、研究計画書、見積書

競争参加資格

情報ｾｷｭﾘﾃｨ体制の確保

⑤契約締結

・情報管理責任者の確保

・要保護情報の情報管理実施
体制の確保

情報ｾｷｭﾘﾃｨ実施手順



３．委託研究契約事務の流れ②

契約締結から額の確定まで
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⑥ 概算払の可否の確認を行い、受託機関へ概算払請求書提出可の連絡
⑦ 受託機関から概算払請求書を提出
⑧ 委託費の支払
⑨ 受託機関は、実績報告書を期限までに提出
⑩ 報告書の検査を行い、委託研究費の額を確定し受託機関へ通知
⑪ 概算払済みの場合は、未執行額があれば、受託機関へ返還請求
⑫ 精算払の場合は、受託機関へ確定額の支払

国際農研 受託機関

⑥概算払可の連絡

⑩実績報告書の検査

額の確定・通知

⑪概算払済みの場合は未執行額の
返還請求

⑦概算払請求書

⑨実績報告書（兼精算払請求書）

⑪未執行額の返還

⑧委託費の支払

⑫精算払の場合は確定額の支払



３．委託研究契約事務の流れ③

実績報告書の提出

委託研究が終了したとき（解約した場合を含む。）に、研究の実施状況、収支
予算などを記載した実績報告書を作成し、提出してください。

【提出期限】 研究実施期間終了日（必着）

【提出書類】
 実績報告書（委託研究契約書様式）
 委託費の収入支出の額を記録した帳簿

 必要に応じて委託費計上経費の証憑や理由書の提出を求める場合があ
ります。

8



３．委託研究契約事務の流れ③

 帳簿は、他の経費とは別に、明確に区分して経理してください。

 契約日、納品日、支払日、品名、規格、数量、金額、契約相手方（旅費は、
用務、用務期間、用務先）が１件ごとに確認できるよう記載したものとしま
す。

 証拠書類の例として、雇用契約書、作業（業務）日誌、エフォート報告書、
給与台帳、支払伝票、旅費計算書、復命書、納品書、請求書 など

 帳簿及び証拠書類は、委託研究の終了した日の翌年度の４月１日から
起算して５年間保管してください。
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帳簿及び証拠書類等



３．委託研究契約事務の流れ④

額の確定

 国際農研において、提出された委託研究実績報告書、帳簿および証拠書
類に基づき、検査を行います。

 検査の結果、委託研究が契約内容に適合すると認めた場合には、委託費
の額の確定をし、受託機関へ通知を行います。

 委託費の確定額は、委託研究に要した経費の実支出額と委託契約書に
定める限度額のいずれか低い額とします。
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委託費の支払

【精算払】委託費の額が確定した後に支払
【概算払】一部又は全額を概算払いすることが可能

委託費の額が確定した後、未執行額があれば要返還

原則として、委託費の額が確定した後に確定額を支払います（精算払）。

受託機関からの請求により、必要があると認められる金額については概算払
をすることができます。



４．委託経費計上の注意点①

委託費の執行

 委託費に計上できる経費は、委託研究の遂行、成果を取りまとめるに当たっ
て直接必要な経費に限ります。

 委託契約期間中に発生し、かつ、支払われた経費とし、委託契約期間外に
発生又は支払われた経費は認められません。発注、納品・検収、支払は原
則、契約期間中に行ってください。

 当該事業に係る経費と他の事業費を厳格に区別した上で使用してください。
 実施計画書の予算積算に基づき執行してください。
 やむを得ない場合には収支予算の区分欄の費目間での30％以内の流用は

可能ですが、直接経費から一般管理費への流用はできません。
 実施計画を変更する必要や疑義が生じた場合は、担当までご相談ください。
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ただし委託契約期間中に発生し、かつ、経費が確定しているものであって、
当該期間中に支払が行われないことについて相当の事由があると認められ
るものはこの限りではありません。



４．委託経費計上の注意点②

１．人件費及び賃金

① 委託研究に従事した実績時間についてのみ計上することができます。
作業（業務）日誌等により、本委託研究に係る作業時間であることが明確と

なるよう整理してください。

② 委託契約期間以前の期間や終了後の雇用については計上できません。
③ 単価は受託機関の規程等に基づき積算した単価で計上してください。

④ 大学において学生（学部生及び大学院生）を雇用する場合は、委託研究にお
いて学生を雇用する必要性を、理由書（学内の規程があればそれに従ったも
の、なければ任意）を作成し明確にしてください。
また、作業（業務）日誌は学業と区分して作成してください。
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実施計画に記載した研究担当者の給与、社会保険料等の事業主負
担分（但し、国又は地方公共団体の交付金で職員の人件費を負担し
ている法人は、職員分の人件費の計上はできません。）

人件費：

委託研究課題の推進に従事する研究補助者（パート・アルバイ
ト）に係る賃金及び社会保険料等の事業主負担分

賃 金：



４．委託経費計上の注意点②

１．人件費及び賃金

⑤ 年次有給休暇、特別休暇に伴う費用については計上できません。
ただし、ア）雇用契約書等で当該事業にのみ従事することが明確であって、
イ）有給休暇の取扱いが規定されている。ウ）当該事業に従事するために雇
用されたことに伴い付与された年次有給休暇の日数の範囲内、に限り計上
できます。

⑥ 人件費を支出する研究担当者（月給制・年俸制の場合）は、委託研究に従事
するエフォートに応じて人件費を計上することが可能です。その場合、エ
フォート管理を適切に行っていただく必要があります。

※エフォートに応じた研究時間の確保に努めてください。適切な執行を確保するため、
従事状況の把握・管理の報告を求めます。

※有給休暇を取得した場合であっても、月給・年俸に変動が無いことから、上記⑤に
かかわらず費用として計上できます。
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エフォート率＝委託研究課題従事時間÷全労働時間



４．委託経費計上の注意点③

２．旅費

① 実施計画に記載した研究担当者が、委託研究の推進のために必要な国内
及び外国への出張に係る経費
例えば、現地調査、委託研究成果発表のための学会参加、など

② 委託契約期間外の旅費は委託研究に関する出張でも計上できません。
③ 旅費は受託機関の規程等に基づいた交通費、宿泊費、日当とします。

④ 旅行命令伺及び出張後の報告書（復命書）において、本委託研究との関連、
必要性を明確となるよう具体的に記載してください。

⑤ 学生の出張は原則として認められません。
ただし、次のア）又はイ）の条件を満たす場合に限り計上することができます。
ア）雇用契約により学生が研究補助者として委託研究に従事することが明確
である場合

イ）学生に対し旅行命令が可能である規程が整備されている場合であって、
学生を出張させる必要性が理由書により明確となっている場合

いずれも、研究担当者に同行して補助的業務での出張に限ります。

⑥ 他の用務と併せて出張する場合は、日程等で明確に区分けできる場合に限
り、本委託用務に係る部分のみ計上できます。
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４．委託経費計上の注意点④
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３．機械・備品費

① 委託研究で使用するもので、耐用年数１年以上かつ取得価格が１０万円以
上（税込）の物品

② 委託研究実施計画書の物品購入計画に記載されたものに限ります。当初計
画に記載のない機械・備品を購入する必要が生じた場合、機械・備品の購入
を取りやめる場合は、理由を明らかにして事前に担当までご相談ください。

③ 汎用品（机・椅子などの什器、パソコン・プリンターなどの事務機器）の購入は
原則認められません。ただし、当該事業でのみ使用することを前提に、その
必要性が明確である場合に限り計上することができます。



４．委託経費計上の注意点⑤
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５．消耗品費

① 研究材料費などの機械･備品に該当しない物品

② 汎用品（コピー用紙、トナー、文房具類、書籍・雑誌 など）の購入は原則
認められません。

③ 委託研究実施期間内の必要数量を計画的に購入願います。終了間際に
大量に納品されている場合は、単なる予算消化と見なし委託費の返還を
求めることがありますので注意してください。

６．雑役務費

物品の加工（単なる組立費など）、通信・運搬費、外注分析費（研究開発要素の
ある業務は計上不可。）



４．委託経費計上の注意点⑥
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７．一般管理費

① 試験研究費の１５％以内で計上可能です。

② 直接経費ではないが、本委託研究のために受託機関が必要な事務費、光熱
水料、通信運搬費等の管理部門の経費

③ 本委託研究に必要な管理費に限定していますので、計上にあたっては、使
用内訳と算出根拠を明確にしていただく必要があります。機関全体の使用料
に対する委託研究に従事する研究担当者のエフォート率、研究担当者が本
委託研究の実施にあたり専有して使用する面積割など合理的な按分方法に
より算出して計上してください。

④ 試験研究費の執行額が実施計画の予算額を下回った場合には、一般管理
費もその精算額の１５％以内の額までとなりますので注意してください。

８．消費税相当額

① 委託費は税込であり、消費税法上の課税売上になるため、人件費、賃金、謝
金、外国旅費など、非課税・不課税取引に係る経費の１０％を計上

② 地方公共団体や免税事業者の場合は発生しません。



５．研究活動における不正行為の防止

委託費の不正使用・不正受給

不正行為： 研究結果等のねつ造・改ざん・盗用
不正使用： 委託費の私的流用、委託研究に関連しない用途へ

の使用等
不正受給： 偽りその他不正な手段により委託費を受給すること
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委託研究費の執行に関わる者一人ひとりが、使用ルールや受託機関の規程等
を遵守することが重要です。

不正行為防止に向けた運営・管理体制の整備

 研究倫理教育を推進するための体制や規程類の整備
 研究倫理教育の実施
 委託費の適正な運営・管理のための責任体制の整備
 委託費に関する事務手続きルールの明確化



６．取得物品の管理・知的財産関係

取得物品の管理

 委託費により取得した物品の所有権は、受託機関が当該物品を検収した時
をもって、委託契約期間中は受託機関に帰属します。

 善良な管理者の注意を持って管理してください。
 委託契約期間終了後の物品の取扱いについては、別途指示します。

知的財産関係の報告、帰属

19

 委託研究の研究成果に係る知的財産権等は、国際農研に承継されます。た
だし、受託機関があらかじめ国際農研へ確認書を提出した場合は、承継しな
いものとします。

 研究成果を公表しようとするときは、公表される前に国際農研へ協議が必要。
 論文等の著作物の公表の際には、本委託研究による成果である旨を明示。
 研究成果報告書を提出せずに特許出願は行わないようご留意願います。

 委託研究の研究成果について、第三者への不正な流出を防止するための必
要な措置をとるよう務めるようお願いします



７．情報管理の適正化

① 国際農研が保護を要さないと確認するまでは保護すべきとして取り
扱われることを保証する実施体制

② 指定した取扱者以外の者に取り扱わせないことを保証する実施体制

③ 一切の受託者以外の者に対して伝達又は漏洩されないことを保証
する実施体制
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情報セキュリティ体制の確保

 本委託研究の実施にあたって、必要な情報を取り扱うにふさわしい業務に従
事する情報管理責任者を確保すること

 本委託研究契約の履行に際し知り得た要保護情報の取扱いにあたっては、
「調達における情報セキュリティ実施基準」に基づき適切に管理し、次の情報
管理実施体制を確保すること

委託契約締結後、「調達における情報セキュリティ実施基準」に基づく「情報セ
キュリティ実施手順」を作成※し、国際農研の確認を受けてください。

※確認書の提出・・・別途判断基準により少額案件

情報セキュリティ実施手順の作成



www.jircas.go.jpwww.jircas.go.jp
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